
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

所有権の取得時効 宅建 H16-05-4 ≪#550≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａ所有の土地の占有者がＡからＢ、ＢからＣと移った。Ｃが期間を定めずＢから土地を借りて

利用していた場合、Ｃの占有が 20 年を超えれば、Ｃは 20 年の取得時効を主張することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 所有権の取得時効 【宅建★基本】 

1 20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所

有権を取得する。 

 

 

2 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占

有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 

（民法 162 条 1 項、2 項） 

 

 

 ⇒ 土地賃借人として土地を占有してきたとき、所有の意思がない 

 

 


